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評価対象事業名： 地域公共交通バリア解消促進等事業（利用環境改善促進等事業）

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

　横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町では鉄道が全域をカバーしておらず、路線バスは地域住民の日常生活におい
て、なくてはならない交通手段となっている。
　とりわけ、自動車を利用しない人にとって、路線バスは、通勤、通学、通院といった日常生活の維持に欠かせないも
のであり、こうした地域住民の生活交通手段について、定時性・円滑化を確保していくことは重要である。
　本協議会では、複数市町を跨いで運行する広域的なバス路線について、一体的に計画することで、効果的、効率的
に利用者の利便性を向上させるとともに、バスの利用を一層促進することを目的とする。
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